
「子育て支援員研修事業の実施について」一部改正新旧対照表 

改正後 改正前 

こ 成 環 第 １ １ １ 号 

こ 支 家 第 １ ８ ９ 号 

令和６年３月３０日  

第一次改正 こ 成 環 第 ８ ８ 号  

こ 支 家 第 ９ ８ 号  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

  

各 都道府県知事 殿  

 

 

 

こども家庭庁成育局長  

（ 公 印 省 略 ）  

こども家庭庁支援局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

 

子育て支援員研修事業の実施について 

 

 

 

標記の件について、今般、別紙のとおり「子育て支援員研修事業実施要綱」を定め、令和６年４月１日よ

り適用することとしたので通知する。  

ついては、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知をお願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な

実施に期されたい。  

なお、本通知の適用に伴い、「子育て支援員研修事業の実施について」（平成 27年５月 21日付け雇児発

0521第 18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「旧通知」という。）は廃止する。旧通知に基

づき過去実施された研修を受講及び修了した者については、本通知による研修を受講、修了したものとみな

すこととする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ 成 環 第 １ １ １ 号 

こ 支 家 第 １ ８ ９ 号 

令和６年３月３０日  

 

 

 

  

各 都道府県知事 殿  

 

 

 

こども家庭庁成育局長  

（ 公 印 省 略 ）  

こども家庭庁支援局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

 

子育て支援員研修事業の実施について 

 

 

 

標記の件について、今般、別紙のとおり「子育て支援員研修事業実施要綱」を定め、令和６年４月１日よ

り適用することとしたので通知する。  

ついては、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知をお願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な

実施に期されたい。  

なお、本通知の適用に伴い、「子育て支援員研修事業の実施について」（平成 27年５月 21日付け雇児発

0521第 18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「旧通知」という。）は廃止する。旧通知に基

づき過去実施された研修を受講及び修了した者については、本通知による研修を受講、修了したものとみな

すこととする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 紙 
 

子育て支援員研修事業実施要綱 

 

１～３ （略） 
 
４．対象者 

（１）～（12） （略） 
（13）「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について」（令和７年３月３１日こ成保第２

５７号こども家庭庁成育局長通知）の別紙「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施要綱」

３（５）②アの乳児等通園支援従事者 

 

５～14 （略） 

別紙 

 

子育て支援員研修事業実施要綱 

 

１～３ （略） 
 
４．対象者 
（１）～（12） （略） 
（13）「多様な保育促進事業の実施について」（令和６年３月３０日こ成保第１７９号こども家庭庁

成育局長通知）の別添９に定める「こども誰でも通園制度（仮称）の本格実施を見据えた試行的

事業実施要綱」３（６）①アの保育従事者等 

 

５～14 （略） 

 

 


